
JP 5019698 B2 2012.9.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像を記憶する医用画像管理サーバ（１）と、
　前記医用画像、及び、前記医用画像が所見入力を要するものである場合に所見有とする
ためのソフトスイッチ（２１）を表示する医用画像観察装置（２）と、
　前記表示された医用画像のうち前記所見入力を要する医用画像に対して当該所見を前記
医用画像と関連させて記憶する健診データ管理サーバ（３）と、
　前記医用画像観察装置（２）で医用画像を前記医用画像管理サーバ（１）から読み出し
たとき、前記医用画像の検査部位を含む属性情報に基づき所見入力項目を生成し、前記所
見入力項目を表示させる健診クライアント（４）と、を備え、
　前記健診クライアント（４）は、前記医用画像の撮影された部位に関連する部位テーブ
ル（６）、所見テーブル（７）を予め登録された辞書データベースから抽出し、該抽出さ
れた部位テーブル（６）と所見テーブル（７）を画面表示し、該画面表示された各テーブ
ルから当該健診クライアント（４）の入力機器（４２）でのコピー、貼り付けの機能を利
用して、所見を作成し、作成した所見を当該健診クライアント（４）に保存し、
　前記医用画像観察装置（２）は、医用画像が読影済であることを登録すると共に、前記
健診クライアント（４）へ読影済みフラグを送信して、健診者の１人の検査を終了し、当
該医用画像観察装置（２）のソフトスイッチ（２３）によって健診者の更新が入力され、
当該健診者を更新した結果、次の健診者がいなければ処理を終了し、次の健診者がいれば
その医用画像を表示することを特徴とする医用画像健診システム。
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【請求項２】
　前記健診クライアント（４）は、前記所見が無い健常者の医用画像での所見入力項目の
生成を行わないことを特徴とする請求項１に記載の医用画像健診システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はMRI装置、X線CT装置、超音波診断装置を含む医用画像診断装置から得られた医
用画像を用いた画像診断を行い、その画像診断の結果を所見入力する医用画像健診システ
ムに係り、特に表示された医用画像に関する所見入力を効率的に行える医用画像健診シス
テムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の医用所見管理システムは、[特許文献1]に記載されている。この記載の内容は、
「医用所見データを管理する医用所見管理システムにおいて、医用所見データを格納する
所見データ記憶手段と、医用画像データを格納する画像データ記憶手段と、前記所見デー
タ記憶手段と前記画像データ記憶手段の情報を相互に関連づけて管理する管理手段を備え
ることで、所見入力システムと画像表示システムのデータを互いに関連付けて管理し、互
いの情報を利用できる」ものである。
【特許文献１】特開2001-155099号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記[特許文献1]における管理手段は、医用画像と所見とをそれぞれ連
携させるために管理しているに過ぎないものであり、健康診断などの多数の被検者の医用
画像の所見入力をしなければならない場合において、いちいち所見入力用の端末に入力す
るためのソフトウエアを起動するなど操作性の点が配慮されていなかった。
【０００４】
　本発明の目的は、表示された医用画像と連携して所見入力可能な医用画像健診システム
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的は、医用画像を記憶する医用画像管理サーバ（１）と、前記医用画像、及び、
前記医用画像が所見入力を要するものである場合に所見有とするためのソフトスイッチ（
２１）を表示する医用画像観察装置（２）と、前記表示された医用画像のうち前記所見入
力を要する医用画像に対して当該所見を前記医用画像と関連させて記憶する健診データ管
理サーバ（３）と、前記医用画像観察装置（２）で医用画像を前記医用画像管理サーバ（
１）から読み出したとき、前記医用画像の検査部位を含む属性情報に基づき所見入力項目
を生成し、前記所見入力項目を表示させる健診クライアント（４）と、を備え、前記健診
クライアント（４）は、前記医用画像の撮影された部位に関連する部位テーブル（６）、
所見テーブル（７）を予め登録された辞書データベースから抽出し、該抽出された部位テ
ーブル（６）と所見テーブル（７）を画面表示し、該画面表示された各テーブルから当該
健診クライアント（４）の入力機器（４２）でのコピー、貼り付けの機能を利用して、所
見を作成し、作成した所見を当該健診クライアント（４）に保存し、前記医用画像観察装
置（２）は、医用画像が読影済であることを登録すると共に、前記健診クライアント（４
）へ読影済みフラグを送信して、健診者の１人の検査を終了し、当該医用画像観察装置（
２）のソフトスイッチ（２３）によって健診者の更新が入力され、当該健診者を更新した
結果、次の健診者がいなければ処理を終了し、次の健診者がいればその医用画像を表示す
ることで達成される。

【発明の効果】
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【０００６】
 本発明によれば、表示された医用画像と連携して所見入力可能な医用画像健診システム
を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の医用画像健診システムについて図面を用いて説明する。
　本発明は、健診センターに構築される医用画像健診システム(健診データ管理システム
と医用画像観察装置(PACS)を統合したシステム)に、医用画像観察装置で読影しながら、
有所見の場合、PACSに表示されるアイコンなどのソフトスイッチに連動して所見入力部(
健診クライアント)上に所見入力画面を起動するものを例に説明する。
【０００８】
　図1は本発明の医用画像健診システムの構成例を説明する図、図2は図1の健診クライア
ントの構成例を示す図、図3は図1の動作例を説明するフローチャート、図4は図3のステッ
プ2の表示例を示す図、図5は医用画像観察装置2から健診クライアント4へ送信する送信パ
ラメータの例を示す図、図6は図5の送信パラメータに基づいて生成される部位テーブルの
例を示す図、図7は図5の送信パラメータに基づいて生成される所見テーブルの例を示す図
、図8は医用画像の所見を具体的に入力した表示例を示す図である。
【０００９】
　医用画像健診システムは、図1に示されるように、医用画像管理システムネットワーク
と健診データ管理システムネットワークが整備されており、それぞれのネットワークで画
像データは医用画像管理サーバ1、所見および数値データは健診データ管理サーバ3で管理
している。読影時には医用画像管理サーバ1に保存された画像を医用画像観察装置2から検
索して読み出す仕組みになっている。また健診データは、健診クライアント4で登録およ
び変更、削除を行い、データの参照も行う。画像データはデータ量が多いため、セグメン
トとよばれる分割指標で分けるのが通常である。今回、医用画像観察装置と健診クライア
ントを連動させるために、医用画像管理システムネットワークと健診データ管理システム
ネットワーク間でルーティングすることで、ネットワーク層で通信できるようにする。
【００１０】
　健診クライアント4は、パーソナルコンピュータ等で形成され、モニタ41および入力機
器42、ソフトウエアとして健診データ参照部43、健診データ登録部44、ネットワークプロ
トコル監視45で構成されている。また入力機器42はキーボード42a、マウス42bの他、手書
き感覚で簡易入力を行えるペンタブレット42cが設けられている。
【００１１】
　次に、図1の医用画像健診システムの動作例について、図3を用いて説明する。
　X線装置、X線CT装置、MRI装置、超音波装置、核医学装置などの医用画像診断装置(モダ
リティ)から送信された医用画像は医用画像管理サーバ1に保存される。この保存された医
用画像について読影を行う場合、医用画像観察装置2にて検査日や受診番号、健診者番号
を検索条件にして医用画像管理サーバ1に問い合わせを行う。その問い合わせの結果の条
件が一致した画像を医用画像観察装置2へ送信し、医用画像観察装置2の画面上には画像リ
ストが表示される。表示された画像リストより読影対象となる健診者を選択する(ステッ
プ1)。
【００１２】
　上記ステップに選択された医用画像を図4のように医用画像観察装置2に表示し、読影す
る(ステップ2)。
【００１３】
　読影の結果、健常か否かを所見の有無で判定する。その判定の結果、「有」の場合はス
テップ4に進み、「無」の場合はステップ7に進む(ステップ3)
　医用画像観察装置2の表示画面には、中心部分に画像表示エリア22があり、右上部分に
健診クライアント4で所見を入力するための所見入力のソフトスイッチ21と、右下部分に
読影対象となる被検者(健診者)の変更ソフトスイッチ23と、図示は省略するが４枚以上の
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医用画像があったときの画像送りのためのソフトスイッチが設けられている。
【００１４】
　上記ステップ3で所見有の場合は、画面に設けられている所見入力のソフトスイッチ(所
見ボタン)21をマウス等で入力する(ステップ4)。
【００１５】
　所見ボタン21が入力されたら、現在表示されている医用画像の属性情報を送信パラメー
タとして健診クライアント4に送信する(ステップ5)。
　送信パラメータ5は健診者番号、受診番号、検査日、モダリティ、検査部位、動作モー
ド(読影済みフラグ、所見入力)である。ここでは、医用画像が食道、胃を含めた上部消化
管のX線画像を例に挙げている。
【００１６】
　健診クライアント4は、上部消化管のX線画像が表示されていることから、図6に示すよ
うな関連する部位テーブル6と、図7に示すような関連する所見テーブル7とを予め登録さ
れた辞書データベースから抽出する。その抽出された部位テーブル6と所見テーブル7を、
図8に示すように表示する。その表示された各テーブルからマウス等でコピー、貼り付け
などの機能を利用して、所見を作成する。そして、その作成した所見を健診クライアント
4に保存する(ステップ6)。
【００１７】
　医用画像観察装置2は所見の有無に関らず、医用画像が読影済であることを登録すると
共に、健診システムへ読影済みフラグを送信する。これにより、健診者の1人の検査が終
了する(ステップ7)。
【００１８】
　操作者(読影者)が医用画像観察装置2のソフトスイッチ23にマウスで入力し、健診者に
更新する。(ステップ8)。
【００１９】
　健診者を更新した結果、次の健診者がいなければ処理を終了し、次の健診者がいればス
テップ２に進む(ステップ9)。
【００２０】
　本実施形態は、医用画像を表示する医用画像観察装置2と、該表示された医用画像につ
いての所見を入力する健診クライアント4とを備え、医用画像観察装置2によって表示され
た医用画像の表示パラメータに基づいて健診クライアント4の入力項目を生成し、該生成
された所見入力項目を健診クライアント４に表示することで、表示された医用画像と連携
して所見入力できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の医用画像健診システムの構成例を説明する図。
【図２】図1の健診クライアントの構成例を示す図。
【図３】図1の動作例を説明するフローチャート。
【図４】図3のステップ2の表示例を示す図。
【図５】医用画像観察装置から健診クライアントヘ送信する送信パラメータの例を示す図
。
【図６】図5の送信パラメータに基づいて生成される部位テーブルの例を示す図。
【図７】図5の送信パラメータに基づいて生成される所見テーブルの例を示す図。
【図８】医用画像の所見を具体的に入力した表示例を示す図。
【符号の説明】
【００２２】
　１…医用画像管理サーバ、２…医用画像観察装置、２１…所見入力ボタン、２２…画像
表示エリア、２３…健診者変更ボタン、３…健診データ管理サーバ、４…健診クライアン
ト、４１…モニタ、４２…入力デバイス、４３，４４…健診データ、４５…ネットワーク
プロトコル、４６…健診者属性情報表示エリア、４７…所見入力エリア、５…送信パラメ
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